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議案第１１５号  

 

 

 

   岐阜県市町村会館組合の解散及び財産処分並びに事務の承継等に関する協議

について 

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条及び同法第２８９条並びに令

和７年規約変更についての知事の許可後の岐阜県市町村会館組合規約第１２条第１

項の規定により、岐阜県市町村会館組合の解散及び財産処分並びに事務の承継に関

して次のとおり他の関係地方公共団体と協議することについて、同法第２９０条及

び同規約第１２条第１項の規定により議会の議決を求める。 

 

 

 

     令和７年１２月２日提出  

 

 

                      飛騨市長  都 竹  淳 也  

 

 

提案理由  

 岐阜県市町村会館組合を解散すること及び解散に伴う財産処分並びに現に共同処

理する事務及び打ち切り決算の審査及び認定等について関係地方公共団体と協議し

ようとするもの  
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別紙  

 

岐阜県市町村会館組合の解散及び財産処分並びに事務の承継等に関する協  

議書に代わる同意書  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定による岐阜県市町村会

館組合（以下「組合」という。）の解散及び同法第２８９条の規定による財産処分

並びに令和７年規約変更についての知事の許可後の岐阜県市町村会館組合規約第１

２条第１項の規定による事務の承継等について、次のとおり定めることに異議あり

ません。  

 

記  

 

１ 解散の期日  

令和８年３月３１日をもって解散するものとする。  

２ 解散に伴う財産処分 

(1) 岐阜県県民ふれあい会館入居基金は、岐阜県町村会に返還する。 

(2) 財政調整積立金は、直近の年度における関係地方公共団体が負担した市町村

負担金の割合に応じて関係地方公共団体に分配する。 

３ 解散に伴う事務の承継等 

(1) 岐阜県県民ふれあい会館への入居事務については、現に入居する団体が直

接、岐阜県観光文化スポーツ部文化創造課及び指定管理者との間で行う。 

(2) 軽自動車税申告書特別調査事務については、４２市町村で新たに組織する

（仮称）岐阜県軽自動車税事務共同処理協議会により共同処理する。 

(3) 打ち切り決算の審査及び認定は、解散の日における組合長の市町村において

行い、当該市町村の長は、その決算を当該認定する議会の議決とともに、他の

関係地方公共団体の長に報告しなければならない。 

(4) 他の関係市町村長は、前項の規定による報告があったときは、直ちに決算の

要領を公表するものとする。 

(5) 打ち切り決算後の歳計現金は、（仮称）岐阜県軽自動車税事務共同処理協議

会に譲渡する。 
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(6) 組合が保有する職員の人事に関する文書は岐阜県市町村職員退職手当組合

が承継し、軽自動車税申告書特別調査事務に関する文書は（仮称）岐阜県軽自

動車税事務共同処理協議会が承継し、それ以外の文書は岐阜県町村会が承継す

る。 

４ 職員の処遇等 

(1) 解散時に在職する４名の職員は、岐阜県市町村職員退職手当組合の職員とし

て身分を引き継ぐ。 

(2) 組合が岐阜県市町村職員退職手当組合に納付した負担金及び岐阜県市町村

職員退職手当組合から支払われた給付金の累計額は、岐阜県市町村職員退職手

当組合の加入及び脱退の取扱いに関する条例（平成１５年岐阜県市町村職員退

職手当組合条例第３号）第１２条第２号の規定により岐阜県市町村職員退職手

当組合に承継するものとする。 

(3) 令和7年度分の地方公務員公務災害基金の精算ほか第１項の職員にかかる負

担金等の精算は、岐阜県市町村職員退職手当組合が行う。 

５ 疑義等の協議 

この同意書に定めのない事項又は疑義が生じた事項は、関係地方公共団体がそ

の都度協議して定めるものとする。 


